
                                    

１ 基本法第１２条関係（損害賠償の請求についての援助等） 

⑦ その他損害賠償請求の実効性確保のための制度の整備 

⑧ その他損害賠償請求に関する援助 

 

（⑦及び⑧について） 

警察では、 

・ 損害賠償請求制度の概要 

・ 弁護士会の紹介 

等を、「被害者の手引」と呼ばれる冊子に盛り込み、これを被害者に交付し、又

はこれに基づき教示することにより、被害者が加害者側に損害賠償請求を行う

に当たって、その一助となるように努めている。 

特に、暴力団犯罪の被害者については、都道府県暴力追放運動推進センター

や各弁護士会の民事介入暴力対策委員会等とも連携しつつ、被害者からの申出

に基づいて、 

・暴力団員への連絡や連絡先の教示 

・被害回復交渉についての助言 

・被害回復交渉を行う場所としての警察施設の提供 

を行うとともに、被害者が暴力団を相手とする損害賠償請求等の民事訴訟を提

起するに当たっては、訴訟関係者の保護対策、暴力団情報の提供等を実施する

など、暴力団犯罪による被害の回復を支援している。 

 今後、日本司法支援センターが、各都道府県において犯罪被害者への情報提

供等の業務を開始（来年秋目途）した際は、同センターと連携を強化するなど、

より一層の被害回復支援に努めて参りたい。 

 

 

 



１ 基本法第１３条関係（給付金の支給に係る制度の充実等） 

① 犯罪被害給付制度における給付金額の増加、給付対象の拡大、年金方式に

よる支給等制度の充実 

③ 医療費、介護費、遺体搬送費、葬儀費用及び通院のための交通費等の補償

制度の創設 

 

①について  

 犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂

げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた被害者等に対して、社会の連帯

共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的

打撃の緩和を図ろうとするもので、昭和５６年の制度施行以来、犯罪被害の軽

減に重要な役割を果たしてきたものと認識。 

 犯罪被害者等給付金は、過去４回にわたり、物価水準等を考慮して給付金額

の引き上げが行われてきたが、特に平成１３年の改正においては、 

○ 給付基礎額の引上げ 

○ 重傷病給付金の創設 

○ 障害給付金の給付対象となる障害等級の拡大 

等制度の大幅な拡充がなされ、被害者の精神的、経済的打撃の緩和の点で、更

に有効なものとなったところ。 

 今後とも、同制度の周知徹底、迅速な裁定等運用面の改善を図るとともに、

物価水準や賃金水準の動向等を見極めつつ、給付水準の見直し等を図って参る

所存。 

 なお、犯罪被害給付制度は、犯罪被害者が犯罪被害を受けた後の一時的な経

済的困窮や負担を早期に軽減することを目的として、長期的な経済的支援や福

祉上の支援を必要とする場合は、既存の社会保障制度や福祉制度等に橋渡しを

していく、という基本的考え方に基づいて制度全体が設計されており、犯罪被

害者へ何らかの形で年金を支給することについては、そのニーズを踏まえつつ、

犯罪被害者に関する社会保障制度や福祉制度全体の在り方を議論する中で検討

されるべきものと考える。



③について 

 犯罪被害者等給付金は、一部の国で採用されているような犯罪被害によって

生じた損失（実費）を仔細に積み上げて、これを補填するため支給される性格

のものではなく、犯罪被害によって生じた様々な損失による経済的負担の軽減

を図るために、使途を問わず支給される見舞金的な性格を有する給付金である。 

 このため、葬儀費用及び交通費等犯罪被害によって生じる様々な実費につい

ては、観念的には犯罪被害者等給付金によって補填されているものであると言

え、犯罪被害者等給付金に付加して給付することは適当ではないと考える。 

他方、医療費については、平成１３年の犯罪被害給付制度の改正により、重

大な犯罪被害を受けた者として、犯罪により重傷病（加療１ヶ月以上かつ１４

日以上の入院を要する傷病）を負った被害者を給付対象とするとともに、その

経済的負担軽減のため、このような被害者が共通して負担を余儀なくされる保

険診療の自己負担分を、３ヶ月を限度として支給する重傷病給付金制度が創設

され、同年７月から実施されているところ。 

また、介護費用については、①で述べたと同様、犯罪被害者のニーズを踏ま

えつつ、犯罪被害者に関する社会保障制度や福祉制度全体の在り方を議論する

中で検討されるべきものと考える。 

なお、遺体搬送費については、犯罪被害給付制度とは別に、各都道府県警察

において、司法解剖後の遺体搬送費及び遺体修復費を措置しているところ（国

が一部補助）であり、今後も、本制度の積極的な推進を図っていく所存。 

 



※ 被害者が死亡前に療養

を要した場合、療養について
の被害者負担額も支給

遺族給付金

障害給付金

犯罪被害給付制度の概要

支給額（最高額～最低額）
１，５７３万円～３２０万円

１級～１４級に支給
（旧制度１～４級）

被害者本人 被害者本人 遺族
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重傷病（加療１月以上かつ１４日以上
の入院）を受けた場合

重傷病給付金

支給額（最高額～最低額）

１，８４９．２万円～１８万円

被害者に障害が残った場合 被害者が死亡した場合

（平成１３年７月１日改正）

新設

拡大





犯罪被害者等給付金の引上げ
１ 遺族給付金

２ 障害給付金（障害等級第１級）
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※ なお、改正後の遺族給付金については、被害者が死亡前に療養を要した場合は、さらに療養について

の被害者負担額も支給されることとなる。



犯罪被害者等給付金の支給申請及び裁（決）定の推移

Ｓ56 57 58 59 60 61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 累計

申 請 146 211 211 171 193 179 156 135 140 143 131 145 133 125 160 151 172 187 217 333 276 425 505 458 5,103

裁（決）定 95 167 179 169 178 164 160 157 181 130 144 140 137 128 121 136 164 178 151 179 439 395 456 494 4,842
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これまでの運用実績（平成１６年１２月末現在）

☆被害者数 ５，０１８人

（申請者数 ７，５５３人）

☆支給被害者数 ４，４４８人

（裁定・決定者数 ６，７３８人）

☆支給裁定額 約１５４億２００万円

☆制度発足以来の一被害者当たりの平均支給額

約３４８万円
（遺族給付金 約３７２万円、重傷病給付金 約１５万円、障害給付金 約３８０万円）



９・１１米同時多発テロ被害者遺族への補償について

１ 法的根拠

２００１年９月２２日制定の「航空運輸の安全及び安定化法」（Air
Transportation Safety and System Stabilization Act）に規定された「９月１１日被害
者補償基金」（September 11th Victim Compensation Fund of 2001）に根拠をもつ。

２ 趣旨

遺族等に対しアメリカ合衆国の名の下に最大限の気持ちを表し、あわせて、

長期にわたり費用負担も強いる訴訟手続を経ることなく補償を実施するための

制度。

３ 所管

司法省のもとに上記基金を統括する特命長官（Special Master）が司法長官か
ら指名され、当該特命長官に付与された強大な権限と裁量に基づき運用。

４ 財源

連邦予算（ただし法律上は寄付も受け付けることとなっているが実際は少額）

５ 枠組み

・上記法に基づき、特命長官が制定する規則により支給。

・仮補償額は、申請された年収に、年齢（平均勤続年数）、税負担、個人支出、

平均賃上げ率、扶養家族数等を考慮した式に基づき算出。調整前の最低額は、

扶養家族なしで３０万ドル（約３１５０万円）、扶養家族ありで５０万ドル

（約５２５０万円）。

・上記仮補償額から他の公的給付及び任意保険等によって得られる金額（調整

額）を引いたものが支給補償額。ただし、調整額には寄付の分配金は含まれ

ない。

・上記仮補償額には、非経済的損失（苦痛等に対する慰謝料）２５万ドル（約

２６００万円）が含まれており、調整により支給補償額が２５万ドルを下回

った場合においても、２５万ドルは支給。

６ 支給実績

・遺族からの２８８０件の申請に対し、支給総額は、約６０億ドル（約６３０

０億円）、申請１件あたりの平均支給額は２億１８００万円。

・１件あたりの最高支給額は７１０万ドル（約７億５千万円）、最低支給額は

２５万ドル（約２６００万円）。

・調整額の最高額は９８７万ドル（約１０億４千万円）。最低額は０ドル。

７ その他

当該基金は、１のとおり、航空業界を援助する法律（総額で１５０億ドルの

援助）の中に組み込まれ、当該基金に補償申請をすると航空会社への訴訟提起

を放棄することとなっており、同時テロにより危機に陥った航空業界を援助す

る色彩が極めて強いことが特色。



平成１７年５月１０日
警 察 庁

犯罪被害者に対する補償制度
日本(2004) アメリカ（2003） カナダ(2002) イギリス(2002) フランス(2002) ドイツ(2003)

制 度 の 趣 旨 社会連帯共助の精神に 労災補償的給付 労災補償的給付 同情と連帯共助の精神 連帯の精神からの補償 犯罪を防ぐことができ
基づく見舞金的給付 （州単位） （州単位、一部の州で制度無し。） からの補償 なかった国家の責任

全 申請(裁定)数 ４９４件 ２２６，２５２件 １０，８７４件 ８１，１６７件 １５，６１７件 ２１，０５５件
支 給 数 ４４５件 １７１，９１２件 約７，６００件 （※１） ４２，２８３件 １４，９６４件 8,483件/9,787件(1999)
支 給 額 １２億４，０００万円 ４７７億４，７００万円 ６３億５，４００万円 ４１４億９，４００万円 ２６０億２，６００万円 144億 450万円(1999)

体 支給１件当 た りの額 ２７９万円 ２８万円 ８４万円 ９８万円 １７４万円 １４８万円
遺 支 給 数 ２２６件 １，１５６件
支 給 額 １０億４，３００万円 調査中 調査中 ２５億２，９００万円 調査中 調査中

族 支給１件当 た りの額 ４６２万円 ２１９万円
死亡、障害（障害等級 医療費や逸失利益など 医療費や逸失利益など 傷病(全治６週間以 犯罪により発生した一 死亡、障害、医療費や

支給対象となる 第１級～第 14級）、重傷 の経済的損失 の経済的損失 上）、医療費や逸失利益 切の被害 逸失利益などの経済的損
傷病等 病（加療１月かつ入院 14 などの経済的損失 失

日間以上）
・遺族給付金 多くの州において１件 １件当たりの支払総額 ・傷害等級表による支給 被害者死亡、１月以上 ・医療費の全額

320万～ 1,573万円 当たりの支払総額は 110 は州によって異なり、17 傷害の内容により１～ の就労不能の障害、性犯 ・基礎年金
・障害給付金 万～ 275万円だが、それ 万～原則上限無し(犯罪 25級(20万～５千万円) 罪は制度上の上限無し。 障害度に基づいて 10

18万～ 1,849万円 以上や医療費について上 の態様によっては上限を の区分により支給。死亡 １月未満の就労不能の 段階に分かれており、月
・重傷病給付金 限無しという州もあり。 設けている｡)。 は 10 級(110 万円)に該 障害及び財産犯について 額 1.6万～ 8.4万円。
保険診療の自己負担分 なお、すべての州にお なお、多くの州におい 当。遺族が複数の場合 13 は、加害者が不特定又は ・所得調整年金

（加療１月かつ入院 14 いて、医療費、カウンセ て、医療費、就労不能に 級(220万円）。 支払能力がなく、被害者 被害前後の所得差額の
制度上の支給額 日間以上の場合に限る。）リング費用、就労不能に よる逸失利益、葬儀費用、・上記のほか、就労能力 が一定年収以下かつ経済 42.5%を補償。

よる逸失利益、殺人被害 交通費等が支給される。 喪失の場合の逸失利益、 的に困窮している場合に ・その他、配偶者年金及
者の被扶養者の生活費及 扶養手当、葬儀代等の支 約３７万円を上限に支給 び遺児年金制度あり。
び葬儀費が支給されるほ 給がある。 される。 なお、支給 8,483 件のう
かは、州によって補償対 なお、過失犯が含まれ ち 1,757 件は継続的扶養
象が異なる（高齢者等に ている。 給付(年金)が認められて
限定して財産犯に支給す いる。
る場合等）。

すべての給付金は加害 (ﾆｭｰﾖｰｸ州） (ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ州) 傷害等級による給付に 強制加入の社会保険、 年金については、加害
者からの損害賠償が調整 加害者からの損害賠 公的年金以外の給付 は加害者からの損害賠償 国家賠償金、医療費等の 者からの損害賠償及び公
対象。遺族給付金、障害 償、強制保険による給付、金、障害を負っている期 を除いて調整は無いが、 還付金、就労不能期間に 的給付が調整対象。

他給付等との調整 給付金は災害給付(ただ 公的基金、任意保険が調 間に雇用者から受け取る その他の給付について 雇用者により支払われる
し、国民年金、厚生年金 整対象。 給付金、損害賠償等が調 は、年金を含めたすべて 賃金、その他、その犯罪
等は除く。）、重傷病給 整対象。 の公的給付のほか雇用者 を原因として給付され、
付金は公的療養給付が調 による任意保険等も調整 又は給付されるべきあら
整対象。 対象。 ゆる性質の補償が調整対

象。
罰金等(８割の州） 損害保険に課税 一般財源

財 源 一般財源 一般財源(２割の州) 一般財源、罰金等 一般財源 (１契約につき約 450円）（連邦４割、州６割負担）
※ 上記に加え、連邦からの助成金あり。

刑法犯認知件数 （※２） ２４４万件 (1) １，１６１万件 (4.8) ２３６万件 (0.9) ５１７万件 (2.1) ３７７万件 (1.6) ６２６万件 (2.6)
人口１０万人当たりの認知件数 １，９２５件 ４，１２５件 ７，６６７件 ９，９６１件 ６，４２１件 ７，６２５件
人 口 １億２，６９３万人 ２億８，１４１万人 ３，０７５万人 ５，１９１万人 ５，８７４万人 ８，２１６万人
（※１）全体支給数は裁定数の 70％と記載の資料から推定。 （※２）刑法犯認知件数及び人口は各国とも 2000年の統計。



平成１７年５月１６日

内閣府犯罪被害者等施策推進室 殿

警 察 庁

第２回犯罪被害者等基本計画検討会における検討資料の提出について

みだしの件について、別紙のとおり回答します。

記

平成１７年度警察庁予算では、被留置者食糧費、被留置者医療委託費等の留置

場に要する経費として６４２，２７５千円が都道府県警察に対する補助金として

計上されている。


